
第２１回 教育研究評議会 議事要録 
 

日 時  平成 18年 12月 19日（火）10：30～12：10 
場 所  事務局会議室（5階） 
出席者  相良学長、川口理事（総務担当）、松永理事（教育担当）、井上理事（研究担当）、河

本理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、櫻井副学長、橋本副学長、吉倉副学長、

小槻副学長、本家副学長、受田副学長、根小田人文学部長、藤田教育学部長、川村理

学部長、橋本医学部長、篠農学部長、高橋黒潮圏海洋科学研究科長、菅野センター連

合教授会議長、辻田共通教育主管、小澤評議員、蒲生評議員、鈴木評議員、脇口評議

員 
陪 席  益田監事 
 
〔配付資料〕 
資料 １   平成 19年度以降の教員選考の在り方について 
資料 ２   国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則(改正案：新旧対照表) 
資料 ３   高知大学と高知工業高等専門学校における単位互換協定書及び覚書 
資料 ４－１ 高知大学大学院人間自然総合科学研究科設置趣旨概要 
資料 ４－２ 高知大学大学院改組計画の概念 
資料 ４－３ 文部科学省改組関係相談メモ 
資料 ５   学校教育法等の改正に伴う大学教員組織の在り方について 
資料 ６   高知大学国際交流基金規則施行細則（新旧対照表）及び参考資料 
資料 ７   規則の制定等に関する報告 

 
議事に先立ち、前回議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。 

 
〔議題〕 

１．平成 19 年度以降の教員選考の在り方について 

  学長から、資料１に基づき、教員選考在り方検討委員会での大学院改組、総人件費削減計画

等を踏まえた平成 19 年度以降の教員選考の在り方について説明が行われ、本方針に沿って教員

選考を行うことが確認された。 

 

２．国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則の改正について 

  川口理事から、資料２に基づき、総合情報センターにおける助手職の任期制導入に伴う規則

改正について説明が行われ、承認された。 

 

３．高知大学と高知工業高等専門学校における単位互換に関する協定書等について 

  松永理事から、本学と高知工業高等専門学校との単位互換協定に至る経緯等について報告の

後、資料３に基づき協定書及び覚書の内容について説明が行われた。併せて、篠農学部長から

工学系授業科目の履修拡大等のメリットについて補足説明が行われた。 

 

４．高知大学大学院改組計画に係る文部科学省への相談について 

  井上理事から、資料４－１及び４－２に基づき、役員・部局長合同会議の審議のまとめ（平

成 18 年 9 月 11 日）をベースに大学院改組実施検討本部等で検討・取りまとめを行い、11 月 30

日の文部科学省相談に持参した「大学院人間自然総合科学研究科」の設置趣旨概要、改組後の

 

  



組織図、新組織への移行及び履修システムの概要等について説明が行われた。 

続いて、資料４－３に基づき、文部科学省からの発言要旨及び今後検討を要する事項等につ

いて説明が行われ、学生・OB 等からの意見聴取、メリット・デメリットの洗い出し等の今後検

討を要する課題について、大学院改組実施検討本部で引き続き検討を行うこととされた。 

 

５．学校教育法等の改正に伴う大学教員組織の在り方について 

  河本理事から、資料５に基づき、学校教育法等の改正に伴う平成 19 年 4 月以降の教員組織の

在り方に関し、新しい職階、資格要件、移行、給与、新職種に関する人員管理及び任期制の適

用等について説明が行われた。 

 

６．高知大学国際交流基金規則施行細則の改正について 

  河本理事から、資料６に基づき、改正理由及び内容、並びに助成対象事業等について説明が

行われ、承認された。 
 
７．会議等報告 

（1）国立大学協会関係 

  学長から、12 月 13 日に予定されていた臨時総会は、授業料標準額の 2007 年度値上げを見送

り、中期目標・中期計画期間が終了する 2009 年度まで据え置くとの政府方針を受け、取止めと

なった旨の報告が行われた。 

 

（2）第 43 回四国国立大学協議会 

  学長から、11 月 21 日に開催された第 43 回四国国立大学協議会の議事に関し、予算（教育研

究経費）確保のための措置、総人件費削減への対応、認証評価の状況及びその対応、自己評価

（データ等）の活用等について各大学の状況報告が行われた。 

  また、将来の道州制への対応として、本協議会の下に、各大学から学部長等の参加による情

報交換の場の設置について協議が行われ、来年度への検討課題とされた旨の報告が行われた。 

 

（3）ノロウィルスの院内感染について 

  倉本理事から、附属病院におけるノロウィルスの院内感染の状況及び対応等について報告が

行われた。 

 

（4）秋の園遊会への参加について 

  学長から、11 月 9 日に開催された秋の園遊会（赤坂御苑）への参加について、法人化以降、

大学改革等に尽力いただいている本学の教職員の代表として推薦があったものとの謝辞が述べ

られた。 

 

以 上 

 

  


